
淡路県民局長等からの要望 
兵庫県淡路県民局長、洲本市長、南あわじ市長、淡路市長から「淡路島内における

神戸淡路鳴門自動車道の利用のお願い」と題する要望を受けました。 

「本州と四国を往来する大型車が神戸淡路鳴門自動車道の淡路島内全線を利用せ

ず国道 28号や県道 31号の通行が見受けられます。当該大型車は、徳島や香川ナンバ

ーが約８割を占めていますが、神戸ナンバーも約１割見受けられますので、淡路島内

の交通事故を未然に防止し、淡路島民等の安全・安心を確保するため神戸淡路鳴門自

動車道を利用して欲しい。」旨の要望です。 

 

 


